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自然公園ゾーン

田園集落・農地ゾーン

住居系市街地ゾーン

その他の住宅地ゾーン

工業系市街地ゾーン

く に み や ま

　常磐自動車道友部ＪＣＴ周辺の茨城中央工業団地（笠間地区）と

岩間ＩＣ周辺の岩間工業団地周辺地域、安居・押辺工業地域を、産

業用地・基盤施設の整備と企業の立地誘導、生産環境の維持・保

全を図る「工業系市街地ゾーン」とします。

　宍戸駅･稲田駅･福原駅の各駅周辺と、友部市街地に隣接して宅

地化が進んだ鯉淵地区、旭町地区、南友部地区を、郊外型住宅地

として居住環境の整備を図る「その他の住宅地ゾーン」とします。

　笠間駅北側周辺から国道50号までの間、友部駅周辺･岩間駅周

辺に形成される用途地域が指定された3つの市街地の区域を、居

住環境の整備と生活支援の都市機能の集約を図る「住居系市街地

ゾーン」とします。

　自然公園ゾーンに隣接する市域北西部の集落地・山林・農地と、

市域南東部の涸沼川・巴川沿岸の平地に広がる農地と農村集落の

区域を、緑豊かな環境・景観と農業生産環境の保全、集落の生活

環境の保全を図る「田園集落・農地ゾーン」とします。

　国見山・仏頂山・吾国山・愛宕山を中心とした県立自然公園の区

域を、山林自然環境の保全と体験・学習の場としての活用を図る

「自然公園ゾーン」とします。
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都市中心拠点

地域生活拠点

地区拠点

工業・流通業務拠点

その他の産業交流拠点

歴史・文化環境交流拠点

広域交流軸
(かさま魅力軸)

都市生活軸

広域交通軸

　友部市街地の友部駅周辺を｢都市中心拠点｣に位置づけ、 本市の

中心となる都市機能の配置･集約と質の高い基盤施設の整備を図る

とともに、 居心地の良い都市空間の形成を推進していきます。

　笠間市街地の笠間支所周辺、 岩間市街地の岩間駅周辺を｢地域

生活拠点｣に位置づけ､北部地域･西部地域･南部地域における生活

支援機能の配置･集約と、 隣接する｢歴史･文化環境交流拠点｣と連

携した特色ある市街地環境･街並み景観の整備を進めます。

　郊外住宅地の核となる宍戸駅･稲田駅･福原駅周辺と、 鯉淵地区･

旭町地区･南友部地区の幹線道路沿道等を｢地区拠点｣に位置づけ､

既存の生活支援機能を維持 ・ 確保していきます。

　本市固有の歴史･文化･自然などの観光交流資源を有する、 笠間

稲荷神社･佐白山周辺地区、 笠間芸術の森公園周辺地区、 宍戸･

北山公園周辺地区、 愛宕山･上郷周辺地区を｢歴史 ・ 文化環境交

流拠点｣に位置づけ、環境･景観の保全、交流空間の整備を進めます。

　笠間、 友部、 岩間の３つの市街地を連絡する国道３５５号を中心と
した路線、 友部市街地と鯉淵･旭町地区を結ぶ県道友部停車場線､
友部内原線を中心とした路線、 笠間市街地と稲田･福原方面を連絡
する国道５０号を中心とした路線を｢都市生活軸｣に位置づけ、 道路
交通機能の強化、 快適化を図ります。

　常磐自動車道、 北関東自動車道、 国道５０号、 国道３５５号を｢広

域交通軸｣として位置づけ交通結節点となる鉄道各駅周辺及び高速

道路ＩＣ周辺の｢交通拠点｣とともに広域への利便性や交流を促進します。

　常磐自動車道友部ＪＣＴ周辺地区､岩間ＩＣ周辺地区を｢工業･流通 

業務拠点｣に位置づけ、 基盤施設の整備による産業機能の増進と社

会経済情勢の変化に応じた企業立地誘導を進めていきます。

　沿道に分布する｢歴史･文化環境交流拠点｣を含めた、 笠間市街地 
と岩間市街地間を結ぶ国道３５５号及びそのバイパスの沿道ゾーンを 
「広域交流軸 （かさま魅力軸）」 に位置づけ、 新たな交流拠点施設
の配置整備、 交流拠点へのアクセスの拡充、 沿道景観･環境の整序
を進めます。

　友部市街地南側の畜産試験場跡地地区を｢その他の産業交流拠 

点｣に位置づけ、 友部市街地と連携し、 新たな産業や住環境の向上

につながる機能誘導を進めます。
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